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１ 事業の内容 

市内の中小企業等の人材確保及び若年者の地元就職、さらに、企業による勤労者支援

の拡充を図るため、兵庫型奨学金返済支援制度補助金（以下「県補助金」という。）で若

手従業員の奨学金返還を経済的に支援する中小企業等に対して、それに要する経費の一

部を補助します。 

 

⑴ 補助対象者 

次に掲げる要件を全て満たす企業 

① 市内に本社又は本店を置く中小企業等 

② 県補助金の交付決定を受けている中小企業等（県随伴事業） 

③ 市税を滞納していない中小企業等 

④ 下記⑵の従業員を雇用している中小企業等 

 

⑵ 補助対象従業員 

  次に掲げる要件を全て満たす従業員 

① 正社員である者 

② 申請時及び実績報告時に同一企業の市内事業所に勤務し、市内に住所を有する者 

③ 日本学生支援機構の奨学金を受給し、返済義務がある者 

④ 40歳未満の者（申請年度末（３月 31日）時点で 39歳以下の者） 

 

⑶ 補助対象とする期間 

５年間（対象従業員 1人につき） 

※兵庫県が定める認定を取得している企業は、最大 17年（204月）間まで延長可能 

最大補助期間 対象企業 

５年 

（対象①） 

市内に本社・本店（主たる事業所）がある中小企業等 

（個人事業主を含む） ※補助対象者の要件を満たす者 

10年 上記対象①の対象企業で、次のいずれか 2 つ以上を取得

した企業 

⑴ ⑴ SDGs宣言企業 

⑵ ⑵ フレッシュミモザ企業 

⑶ ⑶ ワーク・ライフ・バランス宣言企業 

17年 上記対象①の対象企業で、次のいずれか 2 つ以上を取得

した企業 

⑴ SDGs認証企業 

⑷ ⑵ ミモザ企業 

⑶ ワーク・ライフ・バランス認定企業又はワーク・ライ

フ・バランス表彰企業 

  ただし、県補助金の交付を受けていない期間を除く。過去の年度に遡及しません。 

 

⑷ 補助金額 

上限 ３万円／年（対象従業員 1人につき） 

※奨学金返済支援のために支給した手当等の支給額（当該年度の２月末日までに支給

「明石市中小企業奨学金返済支援事業補助金」について 
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した額）から県補助金（企業負担分）の支給額を差し引いた額の２分の１に相当す

る額（1,000円未満の数があるときは、これを切り捨てた額） 

 

２ 詳細 

(1) 補助対象者の要件 

① 明石市内に本社（本店）がある中小企業等 

補助対象者とするのは市内に本社（本店）を置く中小企業等であり、かつ、県補助

金の交付決定を受けている中小企業等とします。 

② 市税を滞納していない中小企業等 

補助金申請日時点で明石市税を滞納していない中小企業等とします。 

③ 暴力団とかかわりがない中小企業等 

明石市暴力団排除条例第２条第１号及び第２号に規定する暴力団関係者と密接な

関係を有する者が役員等になっていない中小企業等とします。 

④ 労働関係法令に違反がない中小企業等 

    補助金申請日の前日から過去１年間に労働関係法令に違反がない中小企業等とし

ます。 

⑤ 対象となる中小企業等の規模及び業種 

    中小企業基本法第２条第１項に定める中小企業者(会社※及び個人)等とします。。

個人事業主については、業種を問わず、要件を満たしていれば補助対象者となりま

す。なお、会社以外の法人は対象となりません。 

    ※会社⋯⋯株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、(特例)有限会社。ただし、

国又は地方公共団体が出資している会社、士業法人は除く。 

 

(2) 補助対象従業員の要件 

① 正社員 

雇用期間の定めがなく、補助対象者が正社員として取り扱っている者とします。 

② 市内の事業所に勤務し、市内に住所を有する者 

補助金の申請時及び実績報告時に同一企業の市内事業所に勤務し、市内に住所を有

する者とします。 

③ 日本学生支援機構の奨学金を受給し、返済義務のある者 

 現に同機構に奨学金を返済していれば、対象者の学歴を問いません。 

 例：大学、大学院、短大、高専、専修学校専門課程の卒業者、中退者 

④ 40歳未満の者 

補助金交付申請を行う年度末（３月 31日）時点の年齢が 39 歳以下の者とします。 

⑤ 個人事業主と同居している親族でないこと。ただし、勤務実態、勤務条件が他の従 

業員と同様であると認められる場合は除きます。 

 

(3) 補助対象とする期間 

① 対象従業員１人あたりの補助期間 

対象従業員１人につき就職から５年間を補助期間とします。兵庫県が定める認定を

取得している企業は、最大 17年（204月）間まで延長可能とします。 

② 年度途中採用者の取扱い 

    採用された日の属する月を 1 月目とし、最大 17 年（204 月）間を補助期間としま

す。 

③ 年度途中退職者の取扱い 
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    補助金交付決定後、実績報告までの間に退職した者については、企業から対象者へ

の支給実績があっても、本事業の対象となりません。また、既に退職している者に

ついても対象となりません。 

④ 転職者の取扱い 

    転職前の企業で本制度による支援を受けた者については、その補助期間を通算しま

す。 

 
(4) 補助対象となる経費 

申請年度の４月１日～２月末日までに、補助対象従業員に係る奨学金返済支援のため

に支給した手当等を対象とし、３月中に支給したものは補助対象外となります。 

 

 

※本市への補助申請が 10月以降に開始となりますが、補助金の交付対象期間の始期

は本年４月に遡って対象とします。 
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(5) 交付手続 

① 兵庫県※に交付申請  

↓   

② 兵庫県※から交付決定の通知 

↓   

③ 明石市に交付申請 

（令和７年 10月頃～12月頃） 

 補助金交付申請書（様式第１号） 

 同意書（様式第１０号） 

※ 補助対象従業員の居住確認 

 誓約書（様式第１１号） 

※ 市税等の完納、暴力団でないこと、

労働関係法令に違反していないこ

と、誓約違反に対する補助金の不支

給及び返還など 

 県補助金の交付決定に係る通知書の写し 

 県補助金の申請時の提出書類の写し 

 

↓  

④ 明石市から交付決定の通知 申請書類を審査し、予算の上限に達するま

で補助金の交付を決定します。 

（補助金を交付する場合） 

・補助金交付決定通知書（様式第２号） 

（補助金を交付しない場合） 

・補助金不交付決定通知書（様式第３号） 

 

↓   

⑤ 兵庫県※に実績報告、補助金の交付 

↓   

⑥ 明石市に実績報告 

（令和８年３月頃）、 

 

補助金の交付 

（令和８年４月頃） 

交付決定を受けた全ての対象従業員への

支給額が確定してから、実績報告書等を提

出いただき、実績報告書等の内容の審査を

行ったうえで、最終的に補助金額確定通知

書を送付します。その後、補助金の請求・

交付となります。 

 補助金実績報告書（様式第６号） 

 県補助金の確定通知書の写し 

 県補助金の実績報告時の提出書類の写し 

 補助金請求書（様式第８号） 

 

 

※ 県の補助金交付手続は、兵庫県の委託を受けた一般財団法人兵庫県雇用開発協会が実

施 
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(6) 補助金の考え方 

（例：従業員の年間返済額 18万円、企業の年間支援額 12万円） 
 

支援制度なし 
①従業員の年間返済額 

18万円 

 
    

企業の奨学金支援

制度導入 

②企業の支援額 

12万円 
③従業員の実質返済額 

6万円 

 
       

県補助金制度 

導入 
企業の実質負担 

6万円 
④県補助額:企業負担分 

6万円 
県補助額:従業員負担分 

6万円 

   
     

県＋市補助金 

制度導入 
⑥企業の実質 

負担3万円 
⑤市補助額 

上限3万円 
④県補助額:企業負担分 

6万円 
県補助額:従業員負担分 

6万円 

 

 

 

(7) 補助金制度利用の例 

 

 ① ② ③（=①-②） ④（②×1/2） ⑤（=(②-④)×1/2） ⑥（②-④-⑤） 

 
従業員の 

年間返済額 

企業の 

支援額 

従業員の 

実質返済額 

県補助額企業分 

(上限６万円） 

市補助額 

(上限３万円） 

企業の 

実質負担額 

例１ １８万円 １２万円 ６万円 ６万円 ３万円 ３万円 

例２ １８万円 １０万円 ８万円 ５万円 ２万５千円 ２万５千円 

例３ ２０万円 １５万円 ５万円 ６万円 ３万円 ６万円 

 

 

 

 


